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「第５回宮城県子ども・子育て会議」会議録要旨 

 

日 時：平成２７年２月２０日（金） 午後２時４５分から午後４時１５分まで 

場 所：宮城県行政庁舎４階 特別会議室 

出席者：足立智昭会長，君島昌志副会長，池川尚美委員，奥村秀定委員， 

紺野満理子委員，佐藤淳一委員，清野正信委員，髙野幸子委員， 

中野みゆき委員 

 

１ 開会 

 

司会（子育て支援課 江間副参事兼課長補佐） 

○ 本日，所用のため，阿部委員，五十嵐委員，小林委員，佐々木委員，高崎委員，髙山委員，

村山委員，若生委員が欠席されておりまして，委員数１７名に対し，９名の出席をいただい

ておりまして，半数以上の御出席をいただいておりますので，子ども・子育て会議条例第４

条第２項の規定によりまして，本日の会議が成立しておりますことを御報告申し上げます。 

 

２ 挨拶 

 

伊東保健福祉部長 

○ 東日本大震災の発生から，もうすぐ４年になろうとしております。 

 被災地では，今なお，多くの方々が応急仮設住宅での生活を余儀なくされておりますが，

順次，災害公営住宅への入居が本格化していく時期を迎えているところでございます。 

 これまで被災した子どもやその親などに対しましては，それぞれの事情に応じた多様な支

援を行ってまいりましたが，親を亡くした子どもへの経済的支援，あるいは被災した子ども

の心のケアなどにつきましては，まだまだ支援が必要であり，長期的な取組が必要であると

考えております。今後も引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 

○ 昨年「日本創生会議」が公表した「消滅可能性自治体リスト」を契機に，政府においても

人口減少対策の機運が高まりまして，政府内に「まち・ひと・しごと創生本部」を立ち上げ，

地方創生を内閣の最重要課題に掲げており，今後，国・地方が一丸となって，「東京一極集

中の是正」，「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」，「地域の特性に即した地域課題

の解決」に取り組むこととしております。 

 その中で，若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるための「子ども・子育て支援

の充実」といたしまして，「待機児童の解消」，「放課後児童クラブと放課後子供教室の一体

的又は連携しての実施」など「子ども・子育て支援の充実」を掲げております。今年４月に

施行される「子ども・子育て支援新制度」の着実な推進が大変重要になっております。 

 

○ 「子ども・子育て支援新制度」につきましては，平成２４年８月に成立した子ども・子育

て関連三法に基づき，国・県・市町村が連携しながら，準備を進めてまいりました。 

確定稿 
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 国の平成２７年度予算編成においても，約５，０００億円の財源が確保されまして，本年

４月から予定どおり施行されることが決定いたしました。 

 本日の御意見等をもとに修正した案をもって，県次世代育成支援・少子化対策推進本部に

諮り，計画を策定するということになります。４月からの施行後も本計画が実のあるものと

なるよう引き続き皆様に御意見等をいただきながら，より良い制度を構築してまいりたいと

考えております。 

 

３ 説明事項 

 

（１）「みやぎ子ども・子育て幸福計画（仮称）第Ⅰ期＜別冊＞（最終案）について」 

 事務局より資料１－３を使用して説明 

 

○ 始めに，（１）の「認定こども園の目標設置数及び設置時期」について御説明いたします。 

 前回の会議でお示ししましたとおり，本計画では，子ども・子育て支援法に基づく基本指

針に基づき，設定区域ごとの目標設置数及び設置時期を記載することとなっております。 

 目標設置数につきましては，基本的に各市町村による意向調査の結果等に基づき，計画最

終年度までに認定こども園に移行する予定又は移行する方向で検討している施設数の合計

としております。 

 しかしながら，昨年度市町村が実施した住民に対する利用意向調査の結果では，概ね全て

の市町村において，認定こども園の利用希望があり，今後の利用希望が見込まれることから，

計画最終年度までに「各区域に最低１箇所以上設置されること」を目標に掲げることとして

おります。 

 なお，県全域の設置目標は１２４箇所となっております。 

 

○ 次に，（２）の「幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び提供体制の確保」について御

説明いたします。 

 こちらの表につきましては，「３～５歳」と「０～２歳」の年齢別，「仙台区域以外」と「仙

台区域」の区域別に記載しているものでございます。 

 全体的な傾向といたしましては，下の棒グラフにありますとおり，量の見込みは平成２９

年度にピークを迎え，平成３０年度以降は徐々に減少傾向となる見込みとなっております。 

 また，過不足欄を御覧いただくと，不足が生じていますのは，「０～２歳」の「仙台区域

以外」の平成２７年度のみとなっておりますが，こちらの表につきましては，設定区域や認

定区分毎に区分せず，積み上げた数値となっておりますので，下の※印にありますとおり，

過不足欄が正数でありましても，区域毎の量の見込みと確保方策を比較した場合には，不足

が生じている区域もございます。 

 なお，設定区域毎，認定区分毎の数値につきましては，資料１－１の１４ページから４８

ページにかけて記載されておりますが，全ての区域において，平成２９年度末には待機児童

が解消される見込みとなっております。 

 後ほど御覧いただければと思います。 
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○ 次に，（３）の「幼児期の学校教育・保育に係る人材の確保」について御説明いたします。 

 各市町村の量の見込みや提供体制の確保の内容，過去の実績等を踏まえて算出したもので

ございます。 

 ＜提供体制の確保のために必要となる人数＞としましては，職種毎に必要となる人数の総

数となります。 

 職種毎に７行に分けて記載しておりますが，上の３行は教育・保育施設に従事する者，下

の４行は地域型保育事業に従事する者となっております。 

 全体といたしましては，先ほど御説明いたしました量の見込みと同様に，平成２９年度ま

で増加し，平成３０年度以降は徐々に減少する見込みとなっております。 

 なお，下の枠内にありますとおり，既存の保育所又は幼稚園から幼保連携型認定こども園

に移行する場合，移行前は保育士又は幼稚園教諭，移行後は保育教諭として＜提供体制の確

保のために必要となる人数＞に計上していますことから，幼保連携型認定こども園の普及に

伴い，保育士及び幼稚園教諭の必要人数が減少し，保育教諭の必要人数が増加する見込みと

なっております。 

 人材の確保につきましては，保育士人材バンクの活用や保育士の処遇改善などにより確保

していくこととしております。 

 

足立会長 

○ ただいま事務局から説明事項（１）「みやぎ子ども・子育て幸福計画（仮称）第Ⅰ期＜別

冊＞（最終案）について」の説明がありました。 

 始めに，事前に各委員から寄せられた御質問や御意見に対する事務局からの説明をお願い

します。 

 

事務局 

○ 池川委員の御意見，御質問について回答いたします。 

○ 「（１）放課後児童健全育成事業の補助金は，新制度の施行により間接補助から直接補助

になるが，県の補助金は，今年度まで国が示している補助金の基準額より何割か低い額だっ

たと聞いている。新制度施行に向け，各市町村では，質量ともに向上するよう予算化してい

るものと思われるが，来年度は，市町村が国に申請する額と同額を県から補助されると考え

てよいのか。」との御質問がございました。 

○ 放課後児童クラブに対する補助については，県の財政事情から，今年度までは，国の基準

を下回る補助額となっております。 

 来年度につきましては，地域の実情に応じた子ども・子育て支援についても充実を図って

いくという，新制度の趣旨を踏まえまして，国の基準に沿った補助額とする方向で考えてお

ります。 

 

○ 次に，「（２）放課後児童支援員認定研修について，現時点で新年度に必要な指導員数が確

保できていない市町村がかなり多く，認定研修受講のための代替え指導員の確保は大きな課
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題のようである。また，５年間で全員受講する想定のため，受講する指導員の優先順位をど

うするかも課題である。本務への支障を最小限に抑え，より多くの指導員の受講が可能とな

るよう，開催地をできる限り増やす，午前中に受講が可能な「３時間×８日間」の実施とす

る，あるいは日曜日に開講するなど，各市町村の実情を把握した上で，実施計画が再検討さ

れることを望む。」との御意見がございました。 

○ 放課後児童支援員の認定研修につきましては，前回の会議で御説明いたしましたとおり，

来年度は，１箇所当たり１００名程度の定員といたしまして，県内５箇所で開催する予定と

しております。 

 県といたしましても，研修受講による，事業者や受講者の負担に配慮し，県内５箇所での

開催といたしました。研修につきましては，外部に委託する方向で考えておりますので，可

能な限り，放課後児童クラブの運営への支障が少なくなるよう，研修の実施方法を委託先と

調整してまいります。また，来年度から新たに実施する研修ですので，研修の受講状況など，

実態の把握に努めまして，必要な改善を図っていきたいと考えております。 

 

○ 続きまして，紺野委員からの御質問に対しまして回答いたします。 

○ 「子育て支援の予算について，消費税率の引き上げが先送りされたことに伴い，１０％へ

の増税までの間，財源の目途が立っていないことなどを新聞で目にしている。予算がはっき

りしない中で様々な支援策が出されているが，予算配分，事業の選択の際，どのような基準

でなされるものなのか。」との御質問がございました。 

○ 平成２７年１月２３日に公布されました「子ども・子育て支援法の施行期日を定める政令」

により，正式に平成２７年４月から施行されることが決定するとともに，その財源として約

５，１００億円が確保されました。 

 消費税率の引き上げの先送りによりまして，税収が目減りすることになりますが，「子ど

も・子育て支援新制度」には優先的に配分されまして，当初，その増収分から充当される「０．

７兆円の範囲で実施する事項」として整理されていた，量的拡充及び質の改善事項は全て実

施されることとなりましたので，消費税率の引き上げの先送りによる影響はないと考えてお

ります。 

 なお，量的拡充及び質の改善事項に係る所要額は，施設の整備等により年々増加していく

見込みでございますので，その過渡期である平成２７年度の財源としては，約５，１００億

円となっております。 

 

足立会長 

○ まずは，事前の御意見，御質問に対する説明がありましたが，池川委員いかがでしょうか。 

 

池川委員 

○ 補助金に関しましては，各市町村が不安に感じているような話をお聞きすることが多かっ

たので，きっと安心されると思っております。また，認定研修につきましても，柔軟な対応

をしていただきたいと思っておりますし，それと同時に，内容についても，国が詳しいシラ

バスは出していないようですが，きっちりと研修ができるところに委託してほしいと思いま
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す。 

その認定研修を委託する場合，どういう基準で委託先を選定されていかれるのでしょうか。 

 

足立会長 

○ その辺りはいかがでしょうか。 

 

事務局 

○ 認定研修につきましては，国から基準が示されておりますので，そちらの基準で実施でき

るところをきちんと審査いたしまして，委託したいと考えております。 

 

紺野委員 

○ 先日，国で認定こども園の補助金を増やすということや，保育士の給与を３％アップする

ということが書かれていたのですが，県でもその方向で予算を取るということなのですか。 

 

事務局 

○ 認定こども園につきましては，幼保連携型認定こども園については，施設長が１人分とな

っており，従来の幼稚園と保育所の２人分の人件費に比べて収入が減ることが課題となって

おりましたが，５年間の経過措置で，施設長１人分加算することになり，また，保育士等の

処遇改善につきましても，当初の予定どおり３％増となりましたので，県といたしましては，

必要な額の予算を確保しております。 

 

足立会長 

○ その他の委員は意見等ありますでしょうか。 

 

奥村委員 

○ これから保育需要が増えてきますし，待機児童解消ということで，保育士が不足してくる

ことが十分予想されます。 

先ほどの説明ですと，保育士人材バンクを通じて，現在働いていない潜在保育士を活用し

ていくということだったのですが，保育士を養成機関で需要に見合う養成ができているかが

一番大事だと思います。それと並行して潜在的な保育士を活用していくことが大事だと思い

ますが，その点についてはいかがでしょうか。 

 

事務局 

○ 現在の状況といたしましては，資格者が少ないという認識はそれほど持っておりません。 

どちらかというと，処遇でなかなか条件に合わないということで保育士不足が発生してい

ると考えております。新制度で処遇改善が図られますので，当面は保育士人材バンクを活用

いたしまして，潜在的保育士の雇用につなげていきたいと考えております。 
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 奥村委員 

○ 例えば，養成機関を卒業して保育士にならないのは，給料など待遇が悪いからと考えてよ

ろしいでしょうか。 

 

髙野委員 

○ これは行政だけの問題じゃなくて，運営する法人の問題でもあると思うのです。 

圧倒的に処遇が悪いのは事実です。３％上がると言われていますが，まだ確実にこれぐら

いという提示はされていません。期待はしていますが，実際，お金を手にするまで信用して

いません。 

今の保育士の基本給は，短大や専門学校だと１４万円から１５万円，大学を出ると１６万

円から１８万円です。今，公立保育所をどんどん減らしているので，あまり公立の保育士に

なるチャンスは少なくなってきていて，民間の保育所がどんどん増えていますので，民間に

行くのですが，公立と私立の保育士は，初任給でも２万円以上の違いがあります。専門学校

や短大を出た保育士は税金なども考えると，初任給で１３万円くらいというのが普通です。 

先ほど話がありましたが，需要と供給のバランスが取れるくらい養成校から出ています。

しかし，せっかく養成校を出ても保育所に来ない。その一番の原因は処遇が悪く，別の職業

に就いた方がいいというところにあるのです。時間給にすると８００円から８５０円くらい

にしかならない。他の職業に就くと１，０００円から１，２００円くらいもらえます。おん

ぶして抱っこして，お母さんたちから文句を言われながらやるというのが，今の学生には合

わない。だから，せめて処遇を改善してもらいたいと思います。 

○ 潜在的な保育士の掘り起こしのため，宮城県保育協議会で保育士人材バンクをやっていま

すが大変厳しいです。自分が辞めたときと今の現場環境がほとんど変わっていないのであれ

ば，別のパートや仕事に就いた方が良いという人や，子どもが幼稚園や小学校から帰ってく

るまでの９時から１５時までしか働けないなど，現場で欲しいという保育士と働きたいとい

う保育士がうまく合わないという課題があります。職員が大変苦労して，ハローハークなど

と協力しながら進めていますが，応募者がゼロだったということもあります。先日は石巻が

１人，仙南がゼロという状態です。 

○ 介護士も大変だと言いますが，保育士は介護士より給料が安い上に，子育てを昔のように

お母さんたちとゆったりと共育てできる環境にありません。地域の子や在園児などのお母さ

んたちが子育てできない部分の負担を保育士が抱えています。 

○ 養成校の問題もあると思います。現場に立つと本当に大丈夫なのかという人もいて，学生

と違う現実の厳しさから１か月，３か月で辞めていく保育士がいます。施設１か所に１人ぐ

らいはいるはずです。 

 しかし，養成校は子どもが少ないことから，学生をどんどん入れたいわけです。現場は環

境が厳しくなってきていることから，より優秀な保育士が欲しいとなると，これまた難しい

状況になっていきます。県に仲介してもらい，養成校と宮城県保育協議会の話し合いなども

していますが，今のところはお互いに言いたいことを言い合っている状態ですので，もう少

し建設的に現場と養成校の話ができればいいと思っています。 
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 足立会長 

○ 保育士養成校の話がありましたが，本学の場合は資格を取った９割は保育現場に出ていま

す。それでも辞める人が多いという問題があります。今の学生で言いますと，精神的なスト

レスや，責任が重いわけですが，そういった保育士に対するケアや，学生時代の教育という

のが大事だと感じています。 

 

君島副会長 

○ 東北福祉大学では，１学年で１５０人ほどの保育士を養成しているのですが，就職に関し

ては，恐らく宮城県内の養成校の中では，県外に就職する学生が一番多いところかと思いま

す。東京が多いのですが，２割程度の学生が関東地方の保育所や幼稚園，あるいは施設に就

職しています。６割程度が宮城県内に就職します。 

６割の学生が元々宮城県民かというとそうではなく，東北６県から来ていますので，実家

のある県に帰らずに宮城県内に就職している学生も多く，宮城県内の保育士は比較的に多い

です。山形，福島あたりは戻ったりしますが，北東北の青森，岩手，秋田にはなかなか帰り

ません。 

給与の面に関しては，首都圏に就職する学生が採用されたところの求人票をコピーしても

らうのですが，やはり初任給が高めになっています。だいたい平均すると１９万円程度で，

２０万円を超えるところもあります。それに対し，東北６県ですと１６万円ぐらいのところ

が多く，３万円くらいの違いがあります。首都圏ですと物価が高かったりするのですが，車

を持たずに生活できるので，それほど物価の影響は大きくありません。求人が多く来ている

こともありますが，多くの学生が首都圏に就職します。 

研修制度が充実していることなどを理由に，学生が大きな法人のところに就職する傾向が

あります。研修で力をつけて，また東北に戻りたいという学生が首都圏を目指す傾向にあり

ます。それは保育士に限った話ではなく，本学は看護師も養成していますが，卒業と同時に

ほとんどが大病院に就職します。我々が風邪を引いて診察に行くようなクリニックのような

ところには就職せずに大病院へ就職するのと同じような傾向にあり，できるだけ大きなとこ

ろで学びをしたいということで首都圏に向かう学生が多いのかと思います。 

 

 池川委員 

○ 放課後児童健全育成事業について，４月から新しい制度が始まりますので質問させていた

だきますが，今度の制度で届け出をして，それぞれの市町村の基準に見合ったものであれば

事業が開始できると聞いています。認定こども園などについては，見込み数の調査やそれに

よる数の調整があるようですが，放課後児童クラブに関しては，何かそのような調整という

のはあるのでしょうか。届け出をすれば事業者として認められるのでしょうか。また，国，

県の補助金が１／３ずつとなっていますが，同じように届け出をした事業者にも行くのでし

ょうか。 

○ さらに，市町村の基準条例は国の基準どおりというところが結構多いと思いますが，時間

のないところで決まった条例であり，具体的な運営について，国のガイドラインも示されて

いない中で，市町村でしっかり押さえられているのでしょうか。次世代育成支援対策地域協
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議会の中でも，宿題をやる，やらないという話がありましたが，その具体的なところまでど

うやって質を担保していくのかというところに不安を感じていますので，届け出をすれば事

業者になれるというところをもう少し説明していただきたいと思います。 

 

事務局 

○ まず，需給調整について，保育所の場合であれば，供給量が需要量を上回った場合に認可

しないことができるということが新制度に追加されております。放課後児童クラブはそうい

ったものはなく，基本的に届け出となりますので，基準に合致していれば届け出で事業を開

始することができます。 

次に，補助金について，放課後児童クラブは，新制度の地域子ども・子育て支援事業の１

つになっておりますので，運営費につきましては，国，県，市町村それぞれ１／３ずつ負担

することになっております。届け出を行って運営した事業者には補助されます。 

○ さらに，質の確保という点で基準があるのかということについて，もともと放課後児童ク

ラブはガイドラインがありましたが，それはあくまでガイドラインであって基準ではありま

せんでした。新制度では最低基準ができましたので，最低基準を満たした上で届け出をする

ことになります。また，国において現在のガイドラインを年度内に改正する予定となってお

りまして，新制度での実施主体である市町村は，ガイドラインに沿って指導などを行ってい

くことで質を確保していくことになります。 

 

 池川委員 

○ これから新しい制度が始まってどのようになっていくのか，事業者も市町村も不安がある

と思います。実際に始まったときにそれが良い方向で競争されていくと良いと思っているの

ですが，今でも人材確保ができないという中で，継ぎ接ぎの支援員でやっていくような民間

事業者が出てきて，言葉は悪いですが，宿題も全部やって終わらせますとか，親にとって見

映えの良いサービスなど，いろいろなものが出てくる可能性も有るのかと思います。 

首都圏ですと，既に英会話教室であるとか，フィットネスクラブであるとか，学童保育と

いう名の看板を掲げてやっていますので，宮城県でもそうなっていく可能性が高いのかと思

っております。 

生活の場であるということがなかなかわかりにくいものなので，国もガイドラインを改定

して基準というものがあるので，ある程度のものは揃えられると思うのですが，実際に運営

していく中できちんと行われているか，何らかの評価というものが必要になるのかと思いま

す。国の基準にはあくまでも自己評価，事業者の自己評価とありますが，何か客観的に，外

から見ての評価というものがあってもいいのではないかと考えております。 

現在，埼玉県は独自の基準を持っていて市町村毎に評価したものを，全て県のホームペー

ジに掲載して質をある程度揃えていくということをしています。新制度後も同じようにされ

るのかと思うのですが，何か宮城県として，全体を引き上げていく方策を考えていただきた

いと思います。 

例えば，女川町を例に挙げて恐縮なのですが，小さな女川町でどんどん人口が減っていて，

１クラブしかないのに対して，１市６町が合併した隣の石巻市ではかなりのクラブ数があり
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ます。自治体の規模も，放課後児童クラブ数も全く違う中で，同じように質を上げていくと

いうのは，なかなか難しいと思いますので，もう少し県で引っ張ってくれるようになるとい

いのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

 

紺野委員 

○ 池川委員の意見に関連して，保育園等の施設が増えていけばいくほど，たぶん質の低下と

いうのが問題になってくると思います。それから放課後児童クラブは６年生まで拡充されて

いますので，やはり職員の質の問題というのが絶対出てくると思います。そのときに質の問

題に関しては実際の現場で何もされていません。外部評価もありません。何かをしていると

ころは本当にごく僅かと聞いています。 

私も池川委員と同じように外部の評価制度は統一されたものが必要であると考えていま

す。また，以前に一度お聞きしましたが，企業の参入に関してはどのように考えているのか，

公のものでは賄えない部分が出てきて，どんどん企業が参入して事業をやっているのですが，

県はそういう参入しやすい制度を考えていられるのでしょうか。 

 

足立会長 

○ ２つの御質問，御意見がありました。どのように質を担保するのか，評価するのかという

ところと，企業の参入ということですが，これらについてはいかがでしょうか。 

 

事務局 

○ 質の確保について，事業自体は市町村事業となりますが，支援員の認定研修は県で行いま

すので，そういった意味での質の確保というところは県でも研修を充実することで取り組ん

でまいりたいと考えております。 

企業の参入については，特に企業は参入できないというのはございませんので，基準を満

たせば市町村に届け出をして放課後児童クラブができます。今後そういった企業の参入も増

えてくるのではないかと思っております。 

 

髙野委員 

○ 保育所の質の問題も言われていますが，これはかなり大きな問題となっています。今，急

激に保育所が増えていますし，例えば，小規模保育事業は仙台だけで２年間で５０か所くら

い増えますが，それは本来無認可なのですが，４月からは認可となります。小規模保育事業

に従事する保育支援員は資格が無くても保育に従事できるのですが，私たちは反対していま

す。先日，国の方向性というものをファックスでもらいましたが，保育支援員は保育所では

従事させず，小規模保育事業，保育ママ，企業内，院内など，そういうところに保育支援員

を従事させています。さらに，法人がどんどん参入してきています。保育所をやってくれる

ならどこでもいい，とりあえず待機児童を解消したいという中で，質を確保することは大変

です。 

私は，県の現任保育士研修の担当を十数年やらせてもらっていますが，この時代に保育所

でミルクを２人並ばせて両手に哺乳瓶を持って飲ませているのです。０歳児は３対１ですか
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ら，もう１人はどうするかというと，寝せておいてバスタオルなどで調整しながら寝ている

子どもにうまくバランスを取って一斉に飲ませています。牛や馬であれば一斉に餌をあげて

もいいのですが，なぜ人の子が９時なら９時に一斉にミルクを飲ませなければならないので

しょうか。そういう保育所がまだまだあります。例えば，ここの保育所は９時にミルクを飲

ませるというと，親は自分の子どもに逆算して６時に飲ませていかなければいけないと，そ

んな馬鹿な保育所がまだまだあるのです。さらに，うちの子はおしっこが近いですからおむ

つを取り替えてくださいと言うと，時間にしか取り替えませんというところもあります。そ

れでもちゃんと認可してやっています。私は子どもが育つ場ではないと声を大きくして言っ

ていますが，質は下がっていきます。 

○ それから，先ほども言いましたが，認可された保育所で社会福祉法人と名乗りながら保育

所を作るためにお金を残すのです。残して次の保育所を作ります。そうするとそこの保育士

の給料はすごく悪い。何で残さなければならないのか。それは行政にとってみれば，保育所

を作ってくれるために残すお金だからありがたいと言いますが，そんなことはありません。 

社会福祉法人の体質も変えないといけないと思います。保育所が足りないからどんどん作

ることが行政にとってはいいかもしれないが，そこで働く保育士は年間５００万円とか， 

１，０００万円とか残されたらたまったものではないです。何が減らせるかと言えば人件費

しか減らせないのです。だから，県も監査のときにしっかりと，本当はお金があるのになぜ

保育士の給料が手取り１３万円しかもらえないのかということを考えてもらいたい。 

今，国では社会福祉法人はお金をいっぱい持っているから出させようというわけです。そ

れを出し終わったら国が考えますと言われますが，うちみたいにさっぱり無いところはそう

いうことをされると困るわけです。 

やはり実態はどうなのかと，国，県，市が悪いで話が終わってしまうと困るので，やはり

今の社会福祉法人の体質というのも考えていかないと，社会福祉法人がお金をいっぱい持っ

ていて，お金を残して何に使うといえば，次の保育所を作ります。また，場所が増えれば，

１か所５００万円貯めるとして，５か所あれば２，５００万円貯まるわけだから，それを元

にまた保育所を作ります。増やしていく人たちの中には児童福祉施設の保育所を作るという

意識は無く，事業拡大という意識です。私は児童福祉施設なのだから事業拡大は無いだろう

と思っていますが，「先生はそういうお考えだから」と言われて終わってしまいます。そう

いうところも県として少し注目して改善してもらわないといけないと思います。 

予算が増えても保育士の処遇改善に回さないで，２年後には別の保育所を作っていたり，

毎年保育所を作っていたりするところもあります。でも，保育所が増えるのは行政にとって

は大変嬉しいですと聞いてもらえない。そこにいる職員と子どもがどういう保育を受けて，

どういう働き方をしているのかというのはなかなか世の中に出ない。今，保育所が足りない

から待機児童がいて，行政にとっては保育所をいっぱい作ってくれるのは嬉しいのかもしれ

ないが，その実態を知らなすぎます。だから，県はそういう根本的なところに着目してもら

わないと，また５年後も変わっていないと思います。 

私は行政がというよりも，自分たち法人がどうしていくのかということを考えていかない

といけないと思っています。社会福祉法人はお金を貯めるところではないです。１円だって

貯めてはいけない。でも，それを貯めて保育所で給料もさっぱり払わないで，処遇改善もし
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ないで，文句あるなら辞めればいいというのはだめです。そういう実態も県であれば把握で

きると思います。 

旦那さんが理事長，奥さんが園長，息子が事務局長というようなところや，兄弟とかいう

ところなど，それを全て悪いとは言いませんが，そういうところにも問題はないのかとしっ

かり見ていただきたいと思います。 

○ 先ほど話が出ましたが質は落ちています。動物を育てていて人を育てていません。だから，

皆が本気になって考えていかないと子どもが危ない状況です。 

親は７時から２０時まで働いて，いつ子どもを見るのですか。今，いろいろな問題が出て

います。中学生，高校生になって問題になっているのではなくて，子どもが生まれたときか

ら少しずつ積み重なっていったものです。それは本来，親の愛情や見守り，注意などで自然

とみんな持っていっても消えていくものが，見過ごされて大きな芽になるわけです。だから，

親が７時から２０時まで預けなければならないという今の就労を，要するにお母さんたちの

就労時間というのも考えていかないと，もっともっと多くなると思います。 

保育所の園長をやっていながらおかしいのですが親に言うのです。本来は子育てしながら

働いて，それを社会が支えなければならない。今は働きながら子育てをしていて，子どもも

わからない。それから，子どもがつまづきがあって，今，ここで子どもに手を掛けなければ

ならないというときがあっても親は仕事優先なのです。私は最近嫌な顔をされても，「子ど

もが育つ時期に親が手を掛けないでどうするのか，子どもに向かうよりも大事な仕事はある

のですか，お母さん，お父さん」と言うのです。だから，そこのところをきめ細かく行政が，

現場や今の子どもたちがどうなのかという辺りを考えていただけるような子どもの計画に

なるよう，一人一人がそのことを意識していかないと，１０年後にはいろいろな問題が出て

くるだろうと思っています。 

 

足立会長 

○ ただいま放課後児童クラブにおける質の問題，保育所における質の問題というのが出てま

いりました。例えば，保育所ですと，保育指針の中に保育所は自己評価をしなければならな

いという事項があって，かつ，それを公表しなければならないということが書かれています。

そういったことを行政としてチェックできるかというのが重要な課題かと思います。 

私自身も保育現場を回らせていただいている立場ですが，非常にはっきりしているのが，

県が様々なテーマでやる研修であるとか，保育所自体で組まれる研修というのがあります。

そういう研修にたくさん出ている園，保育所というのはやはり質が高いです。そういう意味

で保育の質を担保する指標というものがあると思いますので，是非ご検討いただきたいと思

います。 

○ また，家族機能が低下しているという非常に深刻な問題，これは特に沿岸部においてはな

お大きな問題になっているかと思います。子育て支援課は，これらの問題に対して是非答え

ていただきたいと思います。 

 

紺野委員 

○ 学校現場は教員自身が自己評価，親からの評価，最後に学校教育委員と，第三者委員会と
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いう形での三本立ての評価があります。そういう三本立ての評価制度は絶対必要と感じまし

た。そうすることで，そこで働いている職員もやはり外部の目にさらされるということはな

かなか大変なことなので，しっかり施設自体に対しての目も向いてくるであろうし，やはり

評価制度というものを何らかの形で取り入れていくことが，子どもたちにとって本当に良い

答えになると感じました。 

 

足立会長 

○ 他の御意見，御質問が無ければ，次の議題に移ります。 

 

（２）その他（地方創生について） 

 事務局より資料２－１，２－２，２－３を使用して説明 

 

千葉震災復興政策課長 

○ 国では昨年９月に地方創生の取組を本格化いたしまして，昨年１２月２７日に国として長

期ビジョンというもの，総合戦略というものを設定いたしました。その動きを受けまして宮

城県としても総合戦略の策定という作業に着手しておりまして，本日，資料２－１，２－２，

２－３を使いまして，宮城県の地方創生の取組について御説明させていただきますが，これ

は１月３０日に宮城県総合計画審議会というところで，この地方創生について議論をしてい

ただくことになっておりますが，その席で説明したものと同じ資料となっております。 

 

【資料２－１ 地方創生の概要について】 

（まち・ひと・しごと創生法案の概要） 

○ ４ページを御覧ください。昨年１１月に成立いたしました「まち・ひと・しごと創生法」

について御説明いたします。まず，法律の目的ですが，「少子高齢化の進展に的確に対応し，

人口の減少に歯止めをかけるとともに，東京圏への人口の過度の集中を是正し，それぞれの

地域で住みよい環境を確保して，将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために，

まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。」とされております。 

 箱囲みの中の※印のところにもありますように，「まち・ひと・しごと創生」とは，国民

一人ひとりが夢や希望をもち，潤いのある豊かな生活を安心して営むことができる地域社会

を形成すること，地域社会を担う個性豊かで多様な人材について，確保を図ること及び地域

における魅力ある多様な就業の機会を創出することの一体的な推進を図ることであり，「地

方創生」と同義であるとされております。 

○ 基本理念は中段にありますとおりでございまして，下段にありますように，国における，

地方創生を進める推進主体として，「まち・ひと・しごと創生本部」が設置されております。 

 また，国の基本となる戦略といたしまして，「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が第８

条に位置づけられており，昨年１２月２７日に決定されております。その右側でございます

が，都道府県と，市町村の「総合戦略」の策定が努力義務とされております。 

 

（地方への多様な支援と「切れ目」のない施策の展開） 
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○ ６ページを御覧ください。地方創生の基本的な構図でございます。国では，「長期ビジョ

ン」と，「総合戦略」を閣議決定しておりますが，「長期ビジョン」は，２０６０ 年に１億

人程度の人口を維持する中長期展望を提示しているものでございます。 

○ 国の「総合戦略」については，２０１５年度から２０１９ 年度（５か年）の政策目標・

施策が策定されており，これらを受け，地方では「地方人口ビジョン」を策定し，それを実

現する道筋を示す「地方版総合戦略」の策定についても法律上，努力義務となっているとい

うことでございます。 

 中段から下についてでございますが，国は，都道府県や市町村の地方創生に関する取り組

みを支援するため「情報支援」，「財政支援」，「人的支援」を用意しております。まず，「情

報支援」は，国が開発をいたしますビックデータを活用した「地域経済分析システム」が今

後地方側に提供されることになっております。 

○ 「人的支援」は，５万人以下の小規模な自治体に，国の職員が，副市長，副町長などとし

て派遣される「地方創生人材支援制度」と，市町村等の要望に応じて，各地域に愛着・関心

を持つ，意欲ある国の職員を相談窓口として選任する「地方創生コンシェルジュ制度」が設

けられております。 

○ 「財政支援」は，緊急的取り組みとして，「地域住民生活等緊急支援のための交付金」と

いう新たな交付金が経済対策の一環で措置されたところであり，そのうち「地方創生先行型」

として全国で１，７００億円が用意されております。これは，今年度の補正予算でございま

すが，平成２７年度まで活用できる財源となっており，平成２８年度以降は地方創生の新た

な交付金が用意されるとの方向性が示されております。 

 

（まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」と「総合戦略」の全体像） 

○ ７ページを御覧ください。「長期ビジョン」と「総合戦略」の全体像ですが，左から御覧

ください。国の「長期ビジョン」は，５０年程度を見越した中長期的な展望として策定をさ

れております。人口減少問題の克服などについて記載されており，それを受ける形の「総合

戦略」では，４つの基本目標を定めております。 

○ 「地方における安定した雇用を創出する」では，２０２０年までに，地方において若年雇

用者数を３０万人創出することや，女性の就業率を高めること，「地方への新しいひとの流

れをつくる」では，現状で東京圏への転入超過が１０万人となっているところを，地方から

東京圏への転入超過を６万人減少させ，東京圏から地方への転出を４万人増やすことが，「若

い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」では，第１子出産前後の女性継続就業率な

ど設定されているところです。 

 資料の右側には，具体的にその目標値を達成するために，何をするのかという「主な施策」

が示されております。 

 

（まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」が目指す将来の方向） 

○ ８ページを御覧ください。まち・ひと・しごと創生長期ビジョンが目指す将来の方向です

が，人口減少問題に対する基本認識があり，国全体として２００８年から人口減少となった

こと，人口減少は地方から始まり，都市部に広がっていくこと，人口減少は，経済社会に対
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して大きな重荷になること，東京圏への人口集中が日本全体の人口減少に結びついているこ

となどが指摘されております。 

 そして，今後，どうすればいいのかといった基本的視点として３点が示されております。 

○ 一つ目の「『東京一極集中』の是正」については，東京圏などの都市部は，合計特殊出生

率が低く，そこに人口が集中していきますと，ますます人口減少が加速するといった側面も

あり，地方を元気にして東京一極集中をなんとか是正したいというものであります。 

○ 二つ目は「若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現」，三つ目は，「地域の特性に即し

た地域課題の解決」となっており，そして，なんと言っても国民の希望の実現に全力を注ぐ

ことが重要であるとされております。 

○ 目指すべき将来の方向として，一つは，「若い世代の希望が実現すると，出生率は１．８

程度に向上する」ということで，欧米の先進国でも出生率は１．８程度あるとされており，

若い世代の希望の実現に取り組み，なんとか人口減少に歯止めをかけ，５０年後には１億人

程度は維持することを政策目標としております。 

 人口が維持されるための出生率が２．０７と言われており，これを目指す必要がございま

すが，簡単なことではございません。女性の７割が３人以上の子どもを生んでやっと達成で

きる水準であるといわれており，非常に高いハードルとなっております。日本の社会が根本

的に変わっていく必要があると考えているところです。 

 生産性の向上や経済成長率についても触れられておりまして，経済成長率を１．５パーセ

ントから２パーセント程度を維持するということが示されております。ＧＤＰが１．５％伸

びますと，ＧＤＰ全体は４５年で概ね約２倍になります。また，２パーセント伸びますと，

約２．５倍となります。 

 

（国と地方における人口ビジョン・総合戦略の構成（イメージ）） 

○ １０ページを御覧ください。「国と地方における人口ビジョン・総合戦略の構成（イメー

ジ）」でございます。国が昨年末に策定した「長期ビジョン」と「総合戦略」を受けまして，

都道府県と市町村は「地方版総合戦略」を平成２７年度中に策定することが国から求められ

ております。 

 

（地域住民生活等緊急支援のための交付金の概要） 

○ 次に，国の財政措置について御説明いたします。１２ページを御覧ください。２月３日に

成立いたしました平成２６年度の国の補正予算で措置された「地域住民生活等緊急支援のた

めの交付金」の概要でございます。これには景気対策としての「地域消費喚起・生活支援型」

と「地方創生先行型」の２つのタイプがございますが，今日は「地方創生先行型」について

御説明いたします。 

 下段を御覧ください。この交付金の目的といたしましては，地方公共団体による地方版総

合戦略の早期かつ有効な策定と，これに関する優良施策等の実施に対し国が支援するとされ

ており，対象事業としては，地方版総合戦略の策定経費や，地方版総合戦略における「しご

とづくり」やＵＩＪターン助成などの事業に充てることができるとされております。 
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【資料２－２ 宮城県の人口動態】 

（宮城県の人口推移） 

○ ２ページを御覧ください。グラフは，大正９年の国勢調査開始から５年ごとの国勢調査年

ごとに宮城県の人口推移を棒グラフで表し，配色の違いは「年少人口」，「生産年齢人口」，「老

年人口」の３区分の内訳を，折れ線グラフはそれぞれの割合を表しております。 

 御覧のとおり，本県の人口は，国勢調査開始以降増加を続けてきておりましたが，平成１

５年推計人口の約２３７万人をピークに減少に転じており，直近の平成２２年の調査におけ

る本県人口は２３４万８，１６５人となっております。 

 生産年齢人口は，２０００年（平成１２年）で１６０万人と，一貫して増加してきました

が，前回の国勢調査では１５０万人と減少に転じました。また，生産年齢人口割合も，１９

７０年代から１９９０年代までは，６８パーセント代と横ばいで推移してきましたが，２０

００年代に入り減少に転じました。 

 年少人口割合が戦後一貫して減少傾向にありながら，近年まで生産年齢人口割合が維持で

きましたのは，団塊の世代，団塊ジュニアの人口の塊と，社会増に支えられてきた面があっ

たものと推測され，減少に転じましたのは，２０００年（平成１２年）から２０１１年（平

成２３年）まで，高齢化の進展や社会減となったことなどが原因とみております。 

○ ３ページを御覧ください。こちらは平成２年から平成 22 年までについては，「国勢調査」

による実数ですが，直近まで把握するため平成 23年以降については，「宮城県推計人口」に

より人口推移を表した図でございます。 

 仙台圏とそれ以外を比較しますと，仙台圏域については，一貫して人口は増加の傾向にあ

り，東日本大震災の発生後も増え続けておりますが，仙台圏域以外の人口は減少傾向にあり，

２５年間で１４万６千人の減少となっております。 

○ ４ページを御覧ください。こちらは，東日本大震災による沿岸被災市町の人口減少の状況

を表した表でございます。 

 御覧のとおり，東日本大震災発生後，多くの被災市町では，人口の減少が大幅に進んでお

り，特に，女川町ではマイナス３１．０６％，南三陸町や山元町でも２０％を超える人口減

となっている状況でございます。 

○ ５ページを御覧ください。こちらは平成２２年の国勢調査の時の本県の人口ピラミッドで

ございます。御覧のとおり，当時６０歳代前半の「団塊世代」，３０歳代後半の「団塊ジュ

ニア」の近辺に大きな山がありますが，「団塊ジュニア」より若い世代は，極端に少ない人

口構成となっております。 

 

（宮城県の自然増減） 

○ 次に「宮城県の自然増減」について，御説明いたします。７ページを御覧ください。 

 こちらは，昭和５１年以降，毎年１２月末現在の「宮城県住民基本台帳」から，宮城県の

自然増減を表した図でございます。 

 御覧のとおり，本県人口の自然増減は，出生数の減少，死亡数の増加により，平成１７年
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に自然減に転じており，以降は減少幅が拡大傾向となっております。 

○ ８ページと９ページは，住民基本台帳を基にした７つの圏域別の自然増減（棒グラフ）に

ついて表した図でございます。 

 いずれの圏域も近年は自然減の状態となっておりますが，仙台圏域につきましては，東日

本大震災の発生年である平成２３年を除いて，自然増の状態となっております。 

○ １０ページを御覧ください。こちらは，厚生労働省の「人口動態統計」から本県の合計特

殊出生率と出生数を表した図で，折れ線の三角は合計特殊出生率の全国平均を表したもので

ございます。 

 御覧のとおり，本県の合計特殊出生率は昭和３０年以降，低下を続けており，平成２２年

は１．３０で，全国平均の１．３９を下回る水準となっております。 

 また，出生数も低下を続けており，平成２２年は，１万９，１２６人と，昭和３０年の半

数まで落ち込んでいる状況となっております。 

○ １１ページを御覧ください。こちらは，国立社会保障・人口問題研究所の「都道府県，性

別初婚年齢」から本県と全国の男女別平均初婚年齢を表した図でございます。 

 御覧のとおり，本県の男女別の平均初婚年齢は，男女とも，全国の傾向と同様に高年齢化

しております。 

 特に，女性の初婚年齢は昭和５５年以降，急速に高年齢化が進んでおり，晩婚化の傾向が

顕著な状況となっております。 

○ １２ページを御覧ください。こちらは，世間で，いわゆる結婚適齢期と言われている，男

性３０～３４歳，女性２５～２９歳の未婚者の割合を国立社会保障・人口問題研究所の「都

道府県別男性３０～３４歳，女性２５～２９歳未婚者割合」から表した図でございます。 

 御覧のとおり，平成２２年においては，本県の３０～３４歳の男性の約４５％，２５～２

９歳の女性の約６割が未婚であるという結果となってございます。 

○ １３ページと１４ページはそれぞれ本県の２０～３９歳の女性人口のこれまでの推移と

将来推計を表した図でございます。 

 まず，１３ページはこれまでの推移でございますが，本県の２０～３９歳の女性人口は，

近年緩やかに減少が続いており，平成２２年に３０万人を割り込み，約２９万６千人という

状況となっております。 

 続いて，１４ページ，今後の推計でございますが，２０～３９歳の女性は今後大幅に減少

し，平成５２年には２０万人を割り込み，約１８万３千人程度になるだろうと見込まれてお

ります。 

 なお，２０４０年（平成５２年）時点の２０歳から３９歳の女性の推計人口が，２０１０

年（平成２２年）国勢調査人口に比べ５０％以上減少する市町でございますが，「平成２６

年度地方創生調査特別委員会資料」の６ページのとおり，塩竈市，気仙沼市，角田市，村田

町，山元町，松島町，大郷町，女川町，南三陸町の９市町となっております。 

 

（宮城県の社会増減） 

○ 次に「宮城県の社会増減」について，御説明いたします。１６ページを御覧ください。こ

ちらは，昭和５１年以降，毎年１２月末現在の「宮城県住民基本台帳」から，宮城県の社会
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増減（棒グラフ）を表した図でございます。 

 御覧のとおり，昭和５０年代以降，概ね転入超過の傾向が続いておりましたが，平成１２

年以降は転出超過に転じております。 

 なお，東日本大震災の発生後，平成２４年及び２５年は復興需要の影響もあり，宮城県全

体としては，転入超過の状態となっております。 

○ １７ページと１８ページは，住民基本台帳を基にした７つの圏域別の社会増減について表

した図でございます。 

 仙台圏域を除いて，いずれの圏域（仙南・大崎・登米）も社会減の状態が定常化している

状況となっております。 

 なお，内陸部の圏域については，東日本大震災の発生年である平成２３年は沿岸被災地か

らの一時避難等により，一時的に社会増の状態となっておりますが，翌年以降は，再び社会

減の状態となっております。 

○ １９ページを御覧ください。こちらは，平成２２年以降，近年の年齢階級別の人口移動の

状況を表した図でございます。 

 御覧のとおり，近年，２０歳～２９歳の転出超過が突出しておりますが，これは，就職等

のために，県外へ転出する者が多いことが背景にあるものと推測されます。 

 なお，東日本大震災発生の翌年の平成２４年以降は，２５歳～２９歳が転入超過となり，

２０歳～２４歳の転出超過の割合も減るなど，復興需要の影響が大きく現われているものと

推測されます。 

○ ２０ページと２１ページは，国勢調査から男女別年齢階級別の人口移動の推移を表した図

でございます。 

 まず男性でございます。２０ページを御覧ください。本県の男性は，１０～１４歳の方が

１５～１９歳になるときに転入超過となっており，１５～１９歳の方が２０～２４歳になる

とき，また，２０～２４歳の方が２５～２９歳になるときに大幅な転出超過となっておりま

す。 

 これは，大学等への入学の時に本県に転入し，卒業後，就職等のため，県外へ転出される

方が多い傾向があり，それが長期に渡り続いているのではないかということが推測されると

いうことでございます。 

○ ２１ページは女性でございますが，女性についても男性と同じような傾向があり，近年は，

若年女性の転出幅が大きくなってきているという状況になっております。 

○ ２２ページを御覧ください。こちらは，住民基本台帳を基に全国の地域ブロック別の人口

移動の状況を表した図でございます。 

 宮城県の場合，東京圏への転出の割合が高く，東北他県からの転入の割合が高い状況とな

っております。 

 こうした状況を，年齢別の人口移動の状況と併せてみますと，若年層の転出超過は東京圏

への就職等によるものが多数を占めるのではないかということが推測される状況となって

おります。 

○ ２３ページを御覧ください。こちらは，さらに都道府県ごとに人口移動の状況を表した表

でございます。 
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 御覧のとおり，地域ブロック別に見た表と重なる結果となりますが，平成２２年の神奈川

県の部分を御覧いただくと，転出幅が大きく減っております。これはセントラル自動車，現

在のトヨタ自動車東日本の本県への本社移転の年でございます。 

 また，平成２３年の山梨県でございますが，これは東京エレクトロン宮城の本社竣工の年

ということで，企業誘致が社会増減に大きな影響を与えているということが言えるのではな

いかということでございます。 

○ ２４ページを御覧ください。こちらはブロック別の転入出の状況を表した表でございます。 

 御覧のとおり，東北地方は平成１５年以降，転出超過においてワーストの結果が続いてい

るという状況でございます。 

○ ２５ページを御覧ください。こちらは，過去３０年間の本県の社会増減数に対し，全国と

本県の有効求人倍率の差の関連性を表した図でございます。 

 御覧のとおり，ある程度，本県の有効求人倍率が全国よりも良いとき（棒グラフがプラス

の時）には社会増となる傾向が表れており，逆に，悪いときには社会減となる傾向が現われ

ておりますので，雇用の質と量がある程度社会増減に影響を与えているのではないかという

ことが推測されるということでございます。 

 

（宮城県の将来推計人口） 

○ 次に「宮城県の将来推計人口」について，御説明いたします。２７ページを御覧ください。 

 こちらは，国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口」の平成２５年

３月推計の結果を表した図でございます。 

 推計によれば，平成５２年（２０４０年）時点の本県人口は，平成２２年から約１６％減

少し，１９７万３千人になると見込まれております。 

 １５歳から６４歳の生産年齢人口は平成５２年時点で５４％，１４歳以下の年少人口は９．

８％，と今後さらに減少する一方で，６５歳以上の老年人口は増加を続け，平成５２年時点

の高齢化率は３６．２％に達すると見込まれております。 

○ ２８ページと２９ページは，それぞれ本県の７つの圏域別の将来推計人口について表した

図でございます。 

 御覧のとおり，全ての圏域で人口減となり，仙台圏域以外の圏域の人口減が大幅のものに

なるとの推計結果となっております。 

○ ３０ページを御覧ください。こちらは国立社会保障・人口問題研究所が推計した推計人口

について，市町村別に，２０１０年（平成２２年）から２０４０年（平成５２年）の人口増

減率を表した図でございます。 

 御覧とおり，名取市，利府町，富谷町を除き，今後大幅に人口が減少していくと見込まれ

ており，８つの自治体で人口減少率が４０％を超えるという推計結果となっております。 

○ ３１ページを御覧ください。こちらは，都道府県別に生産年齢人口と老年人口の増減率を

表した図でございます。 

 御覧のとおり，２０４０年までに全ての都道府県で，生産年齢人口は減ると見込まれてお

ります。 

 一方，ほとんどの都道府県で老年人口は増えていくと見込まれておりますが，秋田県や島
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根県（縦軸：０％以下）などは老年人口も減り始めると見込まれております。 

○ ３２ページを御覧ください。こちらは，県内市町村別に，生産年齢人口と老年人口の増減

率を表した図でございます。 

 御覧のとおり，２０４０年までに，富谷町を除き，生産年齢人口が減ると見込まれており

ます。 

 また，老年人口は，１９市町村で増える一方，１６市町で減少すると見込まれております。 

 

【資料２－３ 「（仮称）宮城県地方創生総合戦略」等について】 

（国と地方における人口ビジョン・総合戦略の構成（イメージ）） 

○ ８ページを御覧ください。先ほど申し上げました国，都道府県，市町村の総合戦略ですが，

宮城県版については，「人口ビジョン」と「総合戦略」を一体として策定する予定としてお

ります。 

 

（策定スケジュール） 

○ ９ページを御覧ください。 

 総合戦略の策定スケジュールですが，３月２３日に第２回総合計画審議会を開きまして，

骨子案に関する議論を行います。その後，検討を重ねまして，９月の宮城県議会に提出し，

１０月には決定する予定となっております。その間，他の意見聴取という欄を御覧いただけ

ればと思いますが，４月の段階でこちらの宮城県子ども・子育て会議で御説明いたしまして，

いろいろと御意見をお伺いしたいと考えております。 

 ６月には中間案についても同じように御説明しましていろいろと御意見をいただきたい

と考えております。私ども総合計画審議会の方にはこちらから２名の委員にも御参加をいた

だいておりまして，足立会長と佐々木委員にも御参加をいただいております。 

 特に，子育て関係につきましては，今回策定しております「みやぎ子ども・子育て幸福計

画」これをベースに子育て関係については作成したいと考えておりまして，このような手段

を講じまして，こちらの会議で御検討いただいた子育て施策を連動性をしっかり図ってまい

りたいと考えております。今後も地方創生総合戦略の策定に当たりまして，いろいろと御説

明させていただきたいと思っておりますので，御協力をお願いします。 

○ 総合戦略の策定スケジュールですが，一番上の段が総合戦略「策定の流れ」です。総合戦

略の策定は今年の１０月を目途としており，非常に短期間での策定となります。 

 流れを見ていきますと，まず，１月３０日に知事から審議会に対して諮問しており，３月

下旬までに骨子を確定し，５月下旬から６月上旬頃には中間案を取りまとめ，８月上旬には

審議会から答申をいただきたいと思います。その後，９月の県議会定例会に議案として提案

し，議決後の１０月下旬に決定し，公表できるように進めたいと考えております。 

○ 他の意見聴取の欄を御覧いただければと思いますが，今日の会議については記載はしてお

りませんでしたけれども，次回の総合計画審議会で示す県の総合戦略の骨子案について，４

月以降，こちらの会議から特に国の総合戦略の政策の基本目標である「若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる」の分野を中心に御意見をうかがいたいと考えております。ま

た，中間案，最終原案についても御意見をうかがいたいと考えているところですので，御協
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力のほどよろしくお願いいたします。 

 

足立会長 

○ ただいま地方創生に関する説明がありましたが，４月に改めて説明していただいて，委員

の皆様には御意見や御質問等をしていただきたいと思います。 

○ 委員の皆様，貴重な御意見ありがとうございました。 

 


